
事業承継・M&A補助金事務局　御中

賃金引上げ計画の誓約書
【事業承継促進・PMI推進（事業統合投資類型）共通】
中小企業生産性革命推進事業「事業承継・M&A補助金（15次公募）」の公募申請にあたり、以下について全て誓約します。

1. 補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）1人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」を3％以上引き上げます。

＜賃金引上げ計画＞
	①決算月
	●月

	②基準年度（予定）（注1）
	●●●●年

	③基準年度の従業員１人当たりの給与支給総額（予定）：
【式】 給与支給総額（注2） / 従業員数（注3）
	●円

	④基準年度の翌年度（予定）
	●●●●年

	⑤基準年度の翌年度の従業員１人当たりの給与支給総額（予定）：【式】 給与支給総額（注2） / 従業員数（注3）
	●円

	⑥賃金の上昇率（予定）：
【式】 {(⑤ - ③) / ③} × 100
	●％



（注1） 補助事業の完了日(補助金振込完了年月日)が属する事業年度が基準年度となります。
例：3月末決算・補助事業完了日が2027年2月14日の補助事業者の場合、事業化状況報告の実施は下記期間となります。
○公募申請を実施した事業年度：2026/4/1～2027/3/31
○補助事業完了日が含まれる事業年度：2026/4/1～2027/3/31
○事業化状況報告の初回提出※：2027/4/1～2027/6/29　
　　※補助事業完了日(補助金振込完了年月日)が含まれる事業年度の終了後から90日以内

（注2） 給与支給総額の構成要素
給料、賞与、各種手当（残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族（扶養） 手当、住宅手当）等、給与所得として課税対象となる経費。

（注3） 「従業員」とは、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む従業員であり、①、②の基準を満たすものである。
①予め（30日以上前）解雇の予告を必要とする者に限り、会社役員や同居の親族従業員は含まれない。
②対象とする従業員は、各事業年度において全月分の給与等の支給を受けた従業員とする。
2. 「事業承継M&A補助金 交付規程 第28条第２項第２号及び第３項、第4項」に同意します。

＜交付規程（抄）＞
２ 事業承継促進枠において、事務局は、次の各号に該当する場合は補助金の返還を求めることができるものとする。ただし、天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は、返還を求めない。
（２）補助事業者が第２５条第１項の規定に基づき提出する事業化等状況報告において、補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）１人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」の上昇率が、３％以上となる賃上げ(以下「賃上げ要件」という。)が達成されていることを確認できなかった場合、事業計画期間中の各事業年度末時点において、上昇率の水準を維持できていない場合は、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）の返還を求める。
３ ＰＭＩ推進枠（事業統合投資類型）において、補助事業者が第２５条第１項の規定に基づき提出する事業化等状況報告にて、補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）１人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」の上昇率が、３％以上となる賃上げ(以下「賃上げ要件」という。)が達成されていることを確認できなかった場合、事業計画期間中の各事業年度末時点において、上昇率の水準を維持できていない場合は、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）の返還を求める。ただし、天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は、返還を求めない。
４ 第２項第２号及び第３項に規定する補助金の返還については、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）全額を返還するものとする。


令和●年●月●日
住所：
社名（屋号）：
代表者氏名：　　　　　　　　印


事業承継・M&A補助金事務局　御中記入例
誓約書は法人・個人共通です。記名押印済みの書面をPDF形式で提出してください。


賃金引上げ計画の誓約書
【事業承継促進・PMI推進（事業統合投資類型）共通】
中小企業生産性革命推進事業「事業承継・M&A補助金（15次公募）」の公募申請にあたり、以下について全て誓約します。

1. 補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）1人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」を3％以上引き上げます。

[bookmark: _Hlk229736562]＜賃金引き上げ計画＞
	①決算月
	4月

	②基準年度（予定）（注1）
	2026年

	③基準年度の従業員１人当たりの給与支給総額（予定）：
給与支給総額（注2） / 従業員数（注3）
	4,000,000円

	④基準年度の翌年度（予定）
	2027年

	⑤基準年度の翌年度の従業員１人当たりの給与支給総額（予定）：給与支給総額（注2） / 従業員数（注3）
	4,200,000円

	⑥賃金の上昇率（予定）：{(⑤ - ③) / ③} × 100
	5 ％



（注1） 補助事業の完了日(補助金振込完了年月日)が属する事業年度が基準年度となります。
例：3月末決算・補助事業完了日が2027年2月14日の補助事業者の場合、事業化状況報告の実施は下記期間となります。
○公募申請を実施した事業年度：2026/4/1～2027/3/31
○補助事業完了日が含まれる事業年度：2026/4/1～2027/3/31
○事業化状況報告の初回提出※：2027/4/1～2027/6/29　
  ※補助事業完了日(補助金振込完了年月日)が含まれる事業年度の終了後から90日以内

（注2） 給与支給総額の構成要素
給料、賞与、各種手当（残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族（扶養） 手当、住宅手当）等、給与所得として課税対象となる経費。

（注3） 「従業員」とは、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む従業員であり、①、②の基準を満たすものである。
①予め（30日以上前）解雇の予告を必要とする者に限り、会社役員や同居の親族従業員は含まれない。
②対象とする従業員は、各事業年度において全月分の給与等の支給を受けた従業員とする。


2.  「事業承継M&A補助金 交付規程 第28条第２項第２号及び第３項、第4項」に同意します。

＜交付規程（抄）＞
２ 事業承継促進枠において、事務局は、次の各号に該当する場合は補助金の返還を求めることができるものとする。ただし、天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は、返還を求めない。
（２）補助事業者が第２５条第１項の規定に基づき提出する事業化等状況報告において、補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）１人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」の上昇率が、３％以上となる賃上げ(以下「賃上げ要件」という。)が達成されていることを確認できなかった場合、事業計画期間中の各事業年度末時点において、上昇率の水準を維持できていない場合は、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）の返還を求める。
３ ＰＭＩ推進枠（事業統合投資類型）において、補助事業者が第２５条第１項の規定に基づき提出する事業化等状況報告にて、補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「従業員（非常勤含む。以下同じ。）１人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員１人当たりの給与支給総額」の上昇率が、３％以上となる賃上げ(以下「賃上げ要件」という。)が達成されていることを確認できなかった場合、事業計画期間中の各事業年度末時点において、上昇率の水準を維持できていない場合は、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）の返還を求める。ただし、天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は、返還を求めない。
４ 第２項第２号及び第３項に規定する補助金の返還については、補助上限額の引き上げ額（最大で２００万円）全額を返還するものとする。

一度紙に印刷した上で押印し、押印済みの書面をPDF化してください。（データでの押印や印の無い場合は不備とみなします。）

令和8年6月19日
住所：東京都XXX市XXX町１－２－３
社名（屋号）：事業承継・M&A株式会社
代表者氏名：　　　○○　○○　　　　印

